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を
見
定
め
て
、
適
正
な
職
員
数
を

位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
定
員
管
理

計
画
の
策
定
に
も
寄
与
す
る
も
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
が
、
見

解
を
伺
い
ま
す
。

総
合
政
策
部
長　

業
務
内
容
と

時
間
外
勤
務
時
間
に
つ
い
て
、
お

互
い
の
要
因
を
比
較
す
る
こ
と
は
、�

業
務
内
容
の
見
直
し
で
改
善
が
可

能
か
否
か
と
い
う
検
討
材
料
に
な

る
と
考
え
て
い
ま
す
。
Ｂ
Ｐ
Ｒ
の

対
象
と
し
て
優
先
的
に
取
り
扱
う

な
ど
、
Ｄ
Ｘ
の
推
進
に
向
け
た
今

後
の
課
題
と
し
て
捉
え
て
い
き
、

ま
た
、
業
務
に
必
要
な
職
員
数
の

参
考
と
す
る
こ
と
も
可
能
だ
と
思�

っ
て
い
る
の
で
、
定
員
管
理
に
お

け
る
活
用
に
つ
い
て
も
研
究
し
て

い
き
ま
す
。

め
、
申
込
日
程
を
設
定
す
る
よ
う

に
依
頼
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
公

設
、
民
設
と
も
に
入
所
者
の
空
き

が
出
た
時
点
で
優
先
順
位
が
高
い

方
か
ら
入
所
を
案
内
し
て
い
ま
す
。�

年
間
を
通
じ
て
申
込
み
が
で
き
る

た
め
、
ま
ず
は
担
当
課
の
子
ど
も

育
成
課
に
問
い
合
わ
せ
て
い
た
だ

く
よ
う
に
周
知
し
て
い
ま
す
。
ご

指
摘
の
あ
っ
た
件
に
つ
い
て
は
、

民
設
児
童
ホ
ー
ム
の
担
当
者
が
公

設
児
童
ホ
ー
ム
に
申
込
み
が
済
ん

で
い
る
方
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
旨
を
確
認
し
な
か
っ
た

こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。
今
後
、

こ
の
よ
う
な
行
き
違
い
が
生
じ
な

い
よ
う
に
申
込
受
付
時
の
手
順
に

つ
い
て
、
改
め
て
民
設
児
童
ホ
ー

ム
の
従
業
者
に
周
知
し
ま
す
。

令
和
５
年
６
月
に
座
間
市
Ｄ
Ｘ

推
進
計
画
が
策
定
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
計
画
の
策
定
と
、
業
務
量
調

査
の
結
果
に
基
づ
い
た
Ｂ
Ｐ
Ｒ

（
業
務
改
革
）
の
取
組
は
、
職
員

の
時
間
外
勤
務
の
削
減
や
、
過
度

の
時
間
外
勤
務
に
よ
る
職
員
の
心

身
の
健
康
障
害
を
防
ぐ
こ
と
に
も

つ
な
が
る
も
の
と
し
て
、
大
い
に

期
待
し
て
い
ま
す
。
時
間
外
勤
務

時
間
は
、
業
務
量
の
実
態
を
表
す

一
つ
の
指
標
だ
と
捉
え
て
い
る
の

で
、
時
間
外
勤
務
が
恒
常
的
に
発

生
し
て
い
る
部
署
の
、
ど
の
よ
う

な
業
務
に
時
間
外
勤
務
が
発
生
し

て
い
る
の
か
を
調
査
す
る
こ
と
は
、�

Ｄ
Ｘ
を
推
進
す
る
た
め
に
も
必
要

な
こ
と
だ
と
考
え
ま
す
。
そ
の
結

果
を
基
に
、
本
市
全
体
の
業
務
量

子
育
て
世
代
の
方
た
ち
と
意
見

交
換
を
し
た
際
に
、公
設
児
童
ホ�

ー
ム
が
定
員
数
に
達
し
て
い
る
た

め
民
設
児
童
ホ
ー
ム
に
行
っ
て
ほ

し
い
と
担
当
課
に
言
わ
れ
、
そ
の

後
、
民
設
児
童
ホ
ー
ム
に
定
員
の

空
き
状
況
を
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
こ

ち
ら
も
定
員
に
達
し
て
い
る
た
め

市
役
所
に
行
っ
て
ほ
し
い
と
言
わ

れ
て
し
ま
っ
た
と
聞
き
ま
し
た
。

入
所
時
に
お
い
て
、
担
当
課
と
民

設
児
童
ホ
ー
ム
は
ど
の
よ
う
な
連

携
を
取
っ
て
い
る
の
か
伺
い
ま
す
。

こ
ど
も
未
来
部
長　

例
年
、
公

設
児
童
ホ
ー
ム
の
入
所
申
込
期
間

等
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
民
設
児
童

ホ
ー
ム
事
業
者
に
情
報
提
供
し
た

上
で
、
公
設
児
童
ホ
ー
ム
に
入
所

で
き
な
か
っ
た
方
に
対
応
す
る
た

議会では９月定例会で、次の意見書を可決し、直ちに関係機関に提出しました。議会では９月定例会で、次の意見書を可決し、直ちに関係機関に提出しました。

※要旨のみ掲載していますので、詳細は市ホームページでご確認いただくか、
　議会事務局までお問い合わせください。　☎０４６（２５２）８８７２

ブラッドパッチ療法（硬膜外自家血注入療法）に対する適正な診療上の評価等を求める意見書
　政府に対し、脳脊髄液漏出症（減少症）の患者への、公平で安全なブラッドパッチ療法の適用に向け、次の事項について適切な措置を講ずるよう強く求める。
１　�脳脊髄液漏出症（減少症）の症状において、約１０％は起立性頭痛を認めないと公的な研究でも報告があることを受け、算定の要
件の注釈として「本疾患では起立性頭痛を認めない場合がある」と加えること。

２　�ブラッドパッチ療法（硬膜外自家血注入療法）の診療報酬において、Ｘ線透視を要件として、漏出部位を確認しながら治療行うこと
を可能にするよう、診療上の評価を改定すること。

【提出先】内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣

脱炭素と自然再興に貢献するサーキュラー・エコノミー（循環型経済）の推進を求める意見書
　政府に対し、循環経済関連ビジネスを新たな成長産業として位置づけ、脱炭素と自然再興に貢献するサーキュラー・エコノミー（循環
型経済）の実現を目指し、次の事項について特段の取組を求める。
１　資源循環を促進するための制度や施設の整備
貴金属等の有価性の高い資源が集約されている家電や情報通信機器や、再生可能エネルギー等の大量導入により将来は大量
廃棄が予想される太陽光パネルや蓄電池の部材等に対して、資源循環を促進するための制度の創設や適切な運用、精錬技術
の開発や施設の整備を促進すること。

２　動静脈産業の連携による資源循環ビジネスの普及を促進
製品の設計や製造の段階から廃棄や再生までの、ライフサイクル全般での環境負荷低減等の実現を目指して、動静脈産業の連
携による資源循環ビジネスモデルの普及を促進すること。

【提出先】内閣総理大臣、総務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣
現行（紙）の健康保険証の存続を求める意見書

　２０２４年秋に現行（紙）の健康保険証を廃止する政府決定を見直し、健康保険証の存続を求める。
【提出先】内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、デジタル大臣

下水サーベイランス事業の実施を求める意見書
　国に対し、早急に次の事項についての措置を講ずるよう強く求める。
１　�令和５年９月１日にも発足予定の「内閣感染症危機管理統括庁」が司令塔となって、厚生労働省、国土交通省、各地方公共団体
が連携して下水サーベイランス事業を全国展開すること。

【提出先】内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、内閣官房長官

厚木基地の住宅防音工事補助対象区域に係る再告示に際しての問題解決を求める意見書
　厚木基地に係る住宅防音工事補助対象区域に関して、次の事項を求める。
１　８�０Ｗ及び７５Ｗ区域内に所在する逆転現象を伴う告示後住宅について、その具体的な解消策を早急かつ明確に示すこと。
２　�区域見直しについては、告示後住宅の解消策を含め、関係住民に対し丁寧な説明を行い、その理解を得た上で進めていくこと。
【提出先】内閣総理大臣、総務大臣、防衛大臣

国による義務教育財源の保障、教育の機会均等と水準の維持・向上並びに行き届いた教育の実現を求める意見書
　２０２４年度政府予算編成において、教育の機会均等と水準の維持・向上並びに行き届いた教育を実現するため、国に対して次の
事項を求める。
１　�教育の機会均等、水準の維持・向上、無償制の維持に不可欠な義務教育費国庫負担制度を存続・拡充させること。また、学校事
務職員・学校栄養職員をその対象から外さないこと。さらに、義務教育教科書無償給与制度を継続すること。

２　�行き届いた教育を実現するために、小学校の３５人以下学級を計画的に進め、中学校での３５人以下学級を早急に策定すること。
また、３０人以下学級の実現に向けて検討すること。

３　�学校の働き方改革・長時間労働の是正を実現し、教職員が子どもと向き合う時間を確保するために、加配の配置増など教職員定
数改善を推進すること。また、スクール・サポート・スタッフ、介助員等の専門スタッフ職の拡充、教育環境を整備するための予算を確
保・拡充すること。

４　子どもたちの心に寄り添うための、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの拡充を行うこと。
【提出先】内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣
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児
童
ホ
ー
ム
に
つ
い
て

美
濃
口
　
集 

議
員
《
ざ
ま
大
志
会
》

時
間
外
勤
務
時
間
調
査
を
踏
ま
え
た

Ｄ
Ｘ
の
推
進
を
求
め
る

沖
本
　
浩
二 

議
員
《
ざ
ま
大
志
会
》

件
は
、
賛
成
多
数
で
認
定
及
び
原

案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽
議
案
第
80
号
は
、
賛
成
多
数
で

原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽
議
案
第
69
号
、
第
73
号
以
上
２

件
は
、
全
員
賛
成
で
原
案
の
と
お

り
可
決
し
ま
し
た
。

▽
陳
情
第
58
号
は
、
全
員
賛
成
で

採
択
し
ま
し
た（
一
部
委
員
退
席
）。

▽
陳
情
第
62
号
は
、
賛
成
多
数
で

採
択
し
ま
し
た
。

▽
陳
情
第
63
号
は
、
賛
成
少
数
で

不
採
択
と
し
ま
し
た
。

▽
議
案
第
74
号
、
第
77
号
、
第
78

号
以
上
３
件
は
、
全
員
賛
成
で
原

案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽
議
案
第
71
号
は
、
全
員
賛
成
で

原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た

（
一
部
委
員
退
席
）。

▽
議
案
第
70
号
は
、
賛
成
多
数
で

原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽
請
願
第
４
号
は
、
賛
成
多
数
で

採
択
し
ま
し
た
。

▽
陳
情
第
50
号
、
第
59
号
、
第
64

号
、
第
65
号
以
上
４
件
は
、
全
員

賛
成
で
採
択
し
ま
し
た
。

▽
陳
情
第
61
号
は
、
賛
成
多
数
で

採
択
し
ま
し
た
。

▽
陳
情
第
60
号
は
、
可
否
同
数
に

つ
き
、
委
員
長
裁
決
で
不
採
択
と

し
ま
し
た
。

▽
陳
情
第
66
号
は
、
賛
成
少
数
で

不
採
択
と
し
ま
し
た
。

▽
議
案
第
72
号
、
第
75
号
、
第
79

号
以
上
３
件
は
、
全
員
賛
成
で
原

案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽
議
案
第
76
号
は
、
全
員
賛
成
で

原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た

（
一
部
委
員
退
席
）。

企
画
総
務

民
生
教
育

都
市
環
境

▽
議
案
第
59
号　

令
和
４
年
度�

座
間
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算

の
認
定
に
つ
い
て

　

総
合
政
策
部
所
管
事
項
、
デ
ジ

タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ

ン
（
Ｄ
Ｘ
）
推
進
事
業
費
に
つ
い

て
「
業
務
量
調
査
を
委
託
し
た
と

の
こ
と
だ
が
、
調
査
報
告
書
に
は

ど
の
よ
う
な
報
告
が
あ
っ
た
の
か
。�

ま
た
、
仕
様
書
に
基
づ
い
た
報
告

に
な
っ
て
い
る
の
か
」
と
の
質
疑

に「
紙
の
使
用
量
が
多
い
こ
と
が
、

総
括
的
に
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

仕
様
書
に
基
づ
く
内
容
の
全
て
は

精
査
で
き
て
い
ま
せ
ん
が
、
コ
ア

業
務
と
ノ
ン
コ
ア
業
務
や
、
各
業

務
の
時
間
数
は
出
て
い
る
の
で
、

そ
れ
ら
を
参
考
に
本
市
の
Ｄ
Ｘ
推

進
計
画
を
改
善
し
て
い
き
ま
す
。

特
徴
的
な
部
分
で
は
、
紙
の
使
用

量
と
押
印
で
業
務
量
が
多
い
上
位

10
課
が
示
さ
れ
、
Ｂ
Ｐ
Ｒ
（
業
務

改
革
）
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
、

将
来
的
に
Ｒ
Ｐ
Ａ
（
ロ
ボ
ッ
ト
に

よ
る
業
務
の
自
動
化
）
を
入
れ
る

形
で
業
務
の
改
善
が
図
れ
る
と
い

う
内
容
で
し
た
」
と
の
答
弁
が
あ

り
ま
し
た
。

　

こ
ど
も
未
来
部
所
管
事
項
、
地

域
少
子
化
対
策
推
進
事
業
費
に
つ

い
て
「
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
に

お
け
る
相
談
機
能
的
な
も
の
へ
の

支
出
と
理
解
し
て
よ
い
の
か
」
と

の
質
疑
に「
こ
の
事
業
費
の
中
に
、

利
用
者
支
援
事
業
の
委
託
料
が
入�

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
子
育
て
支

援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
利
用
者
支

援
事
業
、
相
談
業
務
に
当
た
る
も

の
が
含
ま
れ
て
お
り
、
委
託
料
の

全
て
と
な
り
ま
す
」
と
の
答
弁
が

あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
「
現
在
の

運
用
状
況
は
」
と
の
質
疑
に
「
令

和
４
年
度
に
つ
い
て
は
、
３
か
所

の
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
に
加
え

て
、
イ
オ
ン
ス
タ
イ
ル
座
間
の
赤

ち
ゃ
ん
休
憩
室
と
、
相
武
台
コ
ミ�

ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
保
育
室
の

２
か
所
で
相
談
業
務
を
実
施
し
ま

し
た
」と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

都
市
部
所
管
事
項
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
バ
ス
運
行
事
業
費
に
つ
い
て

「
令
和
４
年
度
の
事
業
実
施
に
お

け
る
課
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
の
か
」
と
の
質
疑
に
「
コ
ミ�

ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
に
つ
い
て
は
、
本

市
の
道
路
状
況
等
で
大
き
な
バ
ス

が
運
行
で
き
な
い
た
め
、
乗
り
残

し
や
、
定
時
性
が
守
ら
れ
て
い
な

い
点
が
大
き
な
問
題
で
あ
る
と
認

識
し
て
い
ま
す
。
将
来
は
、
新
た

な
公
共
交
通
機
関
の
検
討
、ま
た
、

バ
ス
の
台
数
や
便
数
等
も
検
討
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の

で
、
今
後
は
そ
の
実
態
の
把
握
に

向
け
て
対
応
を
取
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
認
識
し
て
い
ま
す
」
と

の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
で
認

定
し
ま
し
た
。

▽
議
案
第
65
号
、
第
66
号
、
第
67

号
、
第
68
号
以
上
４
件
は
、
全
員

賛
成
で
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま

し
た
。

▽
議
案
第
60
号
、
第
61
号
、
第
62

号
以
上
３
件
は
、
賛
成
多
数
で
認

定
し
ま
し
た
。

▽
議
案
第
63
号
、
第
64
号
以
上
２

委
員
会
の
動
き

委
員
会
の
動
き

９
月
定
例
会
各
常
任
委
員
会
で
付
託
案
件
の
審
査
を
し
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
常
任
委
員
会
の
審
査
結
果
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

　

予
算
決
算


